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(57)【要約】
【課題】  ハレーションを抑制しながら被写体像を適切
な明るさに維持する光量調整を行う。
【解決手段】  電子内視鏡装置のプロセッサ１０におい
てヒストグラム回路２３を設け、プロセッサ１０に接続
されるビデオスコープ５０のＣＣＤ５４から読み出され
る画像信号から被写体像の明るさに関するヒストグラム
データを生成する。オペレータがハレーション輝度値と
ハレーション基準割合を参照輝度レベルとして設定でき
るように、パネルスイッチ３０において参照輝度レベル
増減用のアップスイッチ３０Ａ、ダウンスイッチ３０Ｂ
を設ける。ＣＰＵ２４において、ヒストグラムデータと
設定されたハレーション輝度値からハレーション割合を
算出し、算出されたハレーション割合と設定されたハレ
ーション基準割合との比較に基づいて絞り３４を開閉さ
せる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  撮像素子を有するビデオスコープと前記
ビデオスコープが接続されるプロセッサとを備えた電子
内視鏡装置であって、
被写体像の明るさに関するヒストグラムデータを得るた
め、前記撮像素子から読み出される画像信号に基づいて
所定のヒストグラム処理を施すヒストグラム処理手段
と、
前記ヒストグラムデータに基づいて、全画素数に対する
ハレーション発生の閾値となるハレーション輝度値以上
の輝度値を有する高輝度画素の数の割合を示すハレーシ
ョン割合を算出するハレーション割合算出手段と、
被写体像の明るさの基準を示すハレーション基準割合と
前記ハレーション割合との比較に基づいて、被写体像の
明るさが前記被写体像の明るさの基準を保持するよう
に、被写体を照明する光の光量を所定期間毎に調整する
光量調整手段と、
オペレータの入力操作に従い、参照値としての前記ハレ
ーション基準割合の値を設定する参照値設定手段とを備
えたことを特徴とする電子内視鏡装置。
【請求項２】  撮像素子を有するビデオスコープと前記
ビデオスコープが接続されるプロセッサとを備えた電子
内視鏡装置であって、
被写体像の明るさに関するヒストグラムデータを得るた
め、前記撮像素子から読み出される画像信号に基づいて
所定のヒストグラム処理を施すヒストグラム処理手段
と、
前記ヒストグラムデータに基づいて、全画素数に対する
ハレーション発生の閾値となるハレーション輝度値以上
の輝度値を有する高輝度画素の数の割合を示すハレーシ
ョン割合を算出するハレーション割合算出手段と、
被写体像の明るさの基準を示すハレーション基準割合と
前記ハレーション割合との比較に基づいて、被写体像の
明るさが前記被写体像の明るさの基準を保持するよう
に、被写体を照明する光の光量を所定期間毎に調整する
光量調整手段と、
オペレータの入力操作に従い、前記ハレーション輝度値
を設定するハレーション輝度値設定手段とを備えたこと
を特徴とする電子内視鏡装置。
【請求項３】  撮像素子を有するビデオスコープと前記
ビデオスコープが接続されるプロセッサとを備えた電子
内視鏡装置であって、
被写体像の明るさに関するヒストグラムデータを得るた
め、前記撮像素子から読み出される画像信号に基づいて
所定のヒストグラム処理を施すヒストグラム処理手段
と、
前記ヒストグラムデータに基づいて、全画素数に対する
ハレーション発生の閾値となるハレーション輝度値以上
の輝度値を有する高輝度画素の数の割合を示すハレーシ
ョン割合を算出するハレーション割合算出手段と、
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被写体像の明るさの基準を示すハレーション基準割合と
前記ハレーション割合との比較に基づいて、被写体像の
明るさが前記被写体像の明るさの基準を保持するよう
に、被写体を照明する光の光量を所定期間毎に調整する
光量調整手段と、
オペレータの入力操作に従い、参照値としての前記ハレ
ーション基準割合および前記ハレーション輝度値とを同
時設定する参照値設定手段とを備えたことを特徴とする
電子内視鏡装置。
【請求項４】  段階的に値の異なる複数のハレーション
基準割合の値を格納するためのメモリをさらに有し、
前記ハレーション基準割合の値が、前記複数の値の中か
らオペレータによって選択されることを特徴とする請求
項１に記載の電子内視鏡装置。
【請求項５】  段階的に値の異なる複数のハレーション
輝度値を格納するためのメモリをさらに有し、
前記ハレーション輝度値が、前記複数の値の中からオペ
レータによって選択されることを特徴とする請求項２に
記載の電子内視鏡装置。
【請求項６】  段階的に値の異なる複数のハレーション
輝度値および各ハレーション輝度値に対応して定められ
る複数のハレーション基準割合の値を格納するためのメ
モリをさらに有し、
前記ハレーション輝度値および前記ハレーション基準割
合の値がオペレータによって同時選択されることを特徴
とする請求項３に記載の電子内視鏡装置。
【請求項７】  前記ビデオスコープの種類を検出するス
コープ種類検出手段をさらに有し、
前記参照値設定手段が、ビデオスコープの種類に従って
異なった値を設定することを特徴とする請求項１乃至請
求項３のいずれかに記載の電子内視鏡装置。
【請求項８】  被写体を照明する光の光量を調整する内
視鏡用自動調光装置であって、
被写体像の明るさに関するヒストグラムデータを得るた
め、被写体像に応じた画像信号に基づいて所定のヒスト
グラム処理を施すヒストグラム処理手段と、
前記ヒストグラムデータに基づいて、全画素数に対する
ハレーション発生の閾値となるハレーション輝度値以上
の輝度値を有する高輝度画素の数の割合を示すハレーシ
ョン割合を算出するハレーション割合算出手段と、
被写体像の明るさの基準を示すハレーション基準割合と
前記ハレーション割合との比較に基づいて、被写体像の
明るさが前記被写体像の明るさの基準を保持するよう
に、被写体を照明する光の光量を所定期間毎に調整する
光量調整手段と、
オペレータの入力操作に従い、参照値としての前記ハレ
ーション基準割合の値を設定する参照値設定手段とを備
えたことを特徴とする内視鏡用自動調光装置。
【請求項９】  被写体を照明する光の光量を調整する内
視鏡用自動調光装置であって、
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3
被写体像の明るさに関するヒストグラムデータを得るた
め、前記撮像素子から読み出される画像信号に基づいて
所定のヒストグラム処理を施すヒストグラム処理手段
と、
前記ヒストグラムデータに基づいて、全画素数に対する
ハレーション発生の閾値となるハレーション輝度値以上
の輝度値を有する高輝度画素の数の割合を示すハレーシ
ョン割合を算出するハレーション割合算出手段と、
被写体像の明るさの基準を示すハレーション基準割合と
前記ハレーション割合との比較に基づいて、被写体像の
明るさが前記被写体像の明るさの基準を保持するよう
に、被写体を照明する光の光量を所定期間毎に調整する
光量調整手段と、
オペレータの入力操作に従い、前記ハレーション輝度値
を設定するハレーション輝度値設定手段とを備えたこと
を特徴とする内視鏡用自動調光装置。
【請求項１０】  被写体を照明する光の光量を調整する
内視鏡用自動調光装置であって、
被写体像の明るさに関するヒストグラムデータを得るた
め、前記撮像素子から読み出される画像信号に基づいて
所定のヒストグラム処理を施すヒストグラム処理手段
と、
前記ヒストグラムデータに基づいて、全画素数に対する
ハレーション発生の閾値となるハレーション輝度値以上
の輝度値を有する高輝度画素の数の割合を示すハレーシ
ョン割合を算出するハレーション割合算出手段と、
被写体像の明るさの基準を示すハレーション基準割合と
前記ハレーション割合との比較に基づいて、被写体像の
明るさが前記被写体像の明るさの基準を保持するよう
に、被写体を照明する光の光量を所定期間毎に調整する
光量調整手段と、
オペレータの入力操作に従い、参照値としての前記ハレ
ーション基準割合および前記ハレーション輝度値とを同
時設定する参照値設定手段とを備えたことを特徴とする
内視鏡用自動調光装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡（スコー
プ）を胃など器官内に挿入し、所定の部位の像を観察す
ることができる内視鏡装置に関し、特に、被写体像の明
るさが一定となるように観察部位に照射される照明光の
光量を調整する光量調整に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来の内視鏡装置では、被写体像に応じ
た画像信号に基づいて被写体の明るさ（被写体の輝度）
を検出し、被写体の適切な明るさを示す参照値と比較し
て照明光の光量調整が行われる。参照値より輝度が大き
ければ絞りを閉じて光量を減少させ、一方、参照値より
輝度が小さければ絞りを開いて光量を増加させる。
【０００３】参照値と比較される被写体像の明るさを表
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す値としては、被写体全体の明るさ平均を示す平均輝度
値、あるいは最高輝度を表すピーク輝度値が適用されて
おり、オペレータは、プロセッサに備えられたスイッチ
を操作することによって参照値のレベルを設定変更する
ことができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】平均輝度値を参照値と
比較して光量調整を行った場合、ハレーションが発生し
易くなり、検査、処置等に支障を来たす。一方、ピーク
輝度値を参照値と比較して光量調整を行った場合、ハレ
ーションの発生を抑えることはできるが、観察される被
写体像が全体的に暗くなってしまう。参照値のレベルを
設定変更することによってある程度明るさの問題を解決
することはできるが、オペレータにとっては、内視鏡操
作をしている間に参照値のレベルを設定変更することが
難しい。そのため、処置等を行っている間、被写体の明
るさを常に適正な明るさに維持することが困難となる。
【０００５】そこで本発明では、ハレーションを抑制し
ながら被写体像を適切な明るさに維持する光量調整を行
うことが出来る電子内視鏡装置、内視鏡用自動調光装置
を得ることを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明の電子内視鏡装置
は、撮像素子を有するビデオスコープとビデオスコープ
が接続されるプロセッサとを備えた電子内視鏡装置であ
って、プロセッサでは撮像素子から読み出される画像信
号が処理されて、モニタなどへビデオ信号が出力され
る。本発明の電子内視鏡装置は、被写体像の明るさに関
するヒストグラムデータを得るため、撮像素子から読み
出される画像信号に基づいて所定のヒストグラム処理を
施すヒストグラム処理手段と、ヒストグラムデータに基
づいて、被写体像を構成する全画素の数に対する高輝度
画素の数の割合を示すハレーション割合を算出するハレ
ーション割合算出手段を備える。例えば、被写体像の明
るさを示す輝度値は、輝度レベルとして０～２５５の範
囲のいずれかの値に定められる。高輝度画素はハレーシ
ョン輝度値以上の輝度値を有する画素であり、ハレーシ
ョン割合は被写体像全体に対してハレーションが発生し
ている割合を表す。ハレーション輝度値は、ハレーショ
ンが発生するとみなされる閾値となる値であり、実際に
ハレーションが発生する境界値より低いレベルに定めら
れる。例えば、輝度値が０～２５５の範囲である場合、
およそ２００～２３０のいずれかの値に定められる。電
子内視鏡装置は、モニタなどに映し出される被写体像が
定められた輝度レベルに対応した被写体像の明るさ基準
を保持するように、被写体を照明する光の光量を所定期
間毎に調整する光量調整手段を備えており、光量調整手
段は、被写体像の明るさ基準を示すハレーション基準割
合とハレーション割合との比較に基づいて、被写体を照
明する光の光量を所定期間毎に調整する。ハレーション
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基準割合の値は光量調整を行う際の参照値として機能
し、算出されるハレーション割合が、設定されたハレー
ション基準割合以上か否かによって後述の光量調整を行
う。光量調整に関しては、例えば、１フレーム分の画像
信号の読み出し期間毎に行えばよい。
【０００７】光量調整手段は、被写体像の明るさを被写
体像の明るさの基準に維持するため、ハレーション基準
割合の値よりも算出されるハレーション割合の値が大き
ければ光量を減少させ、小さければ光量を増加させる。
例えば、光源部が、ハロゲンランプなどの光源と、ビデ
オスコープ内に設けられる光ファイバー束の入射端との
間に絞りを設けた構成の場合、絞りを開閉させることに
よって光量調整を行う。あるいは、発光ダイオードをビ
デオスコープ先端に設けた構成の場合、発光ダイオード
へ送る電流量を調整することによって光量調整を行う。
そして、本発明の電子内視鏡装置は、オペレータがハレ
ーション基準割合の値を設定できるように構成されてお
り、オペレータの入力操作に従い、参照値としてのハレ
ーション基準割合の値を設定する参照値設定手段を備え
る。例えば、プロセッサのフロントパネルにハレーショ
ン基準割合の値を設定するためのスイッチを設けた場
合、参照値設定手段は、そのスイッチに対する操作に従
って、ハレーション基準割合の値を設定する。光量調整
手段は、設定されたハレーション基準割合に基づいて光
量調整を行う。
【０００８】本発明では、被写体像の明るさの平均輝度
値、ピーク輝度値の代わりに、被写体像全体に対するハ
レーション部分の割合を参照して光量調整が行われる。
そのため、ハレーション発生を迅速に検出することがで
き、長時間ハレーションが発生し続けるのを防ぐ光量調
整が実行される。さらに、オペレータがハレーション基
準割合の値を設定変更することができるため、オペレー
タの好みに従って被写体像の明るさを適切な明るさに維
持することができる。
【０００９】オペレータがハレーション基準割合の値を
段階的に設定変更できるようにするため、段階的に値の
異なる複数のハレーション基準割合の値を格納するため
のメモリをさらに有することが望ましい。例えば、フロ
ントパネルにハレーション基準割合に対応させた段階的
明るさレベルを設定できるスイッチを設ければよい。明
るさレベルの段階に応じて複数のハレーション輝度割合
の値が定められる。光量調整時において参照されるハレ
ーション基準割合の値は、複数の値の中からオペレータ
によって選択される。オペレータは、従来の平均値ある
いはピーク値設定と同様の操作によって、被写体像を好
みの明るさに設定することができる。
【００１０】ビデオスコープの光学的特性、すなわち配
光レンズ、対物レンズおよび光ファイバー束の特性や撮
像素子の特性は、観察部位対象の器官によって異なる。
したがって、観察部位対象に従ってビデオスコープを分
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類し、同種類のビデオスコープ毎にハレーション基準割
合の値を設定できるのが好ましい。そのため、電子内視
鏡装置は、ビデオスコープの種類を検出するスコープ種
類検出手段をさらに有することが望ましく、参照値設定
手段は、ビデオスコープの種類に従ってハレーション基
準割合の値を設定する。ビデオスコープの種類に応じた
ハレーション基準割合の値は、メモリなどにあらかじめ
格納しておけばよい。
【００１１】本発明の他の局面における電子内視鏡装置
では、ハレーション輝度値がオペレータによって設定可
能である。すなわち、電子内視鏡装置は、被写体像の明
るさに関するヒストグラムデータを得るため、撮像素子
から読み出される画像信号に基づいて所定のヒストグラ
ム処理を施すヒストグラム処理手段と、ヒストグラムデ
ータに基づいて、全画素数に対するハレーション発生の
閾値となるハレーション輝度値以上の輝度値を有する高
輝度画素の数の割合を示すハレーション割合を算出する
ハレーション割合算出手段と、被写体像の明るさの基準
を示すハレーション基準割合とハレーション割合との比
較に基づいて、被写体像の明るさが被写体像の明るさの
基準を保持するように、被写体を照明する光の光量を所
定期間毎に調整する光量調整手段と、オペレータの入力
操作に従い、ハレーション輝度値を設定するハレーショ
ン輝度値設定手段を備える。ハレーション輝度値を変え
ると、光量調整時において算出されるハレーション割合
の値が変化する。したがって、被写体の明るさをオペレ
ータの好みに従って適切な明るさに維持することができ
る。
【００１２】オペレータがハレーション輝度値の値を段
階的に設定変更できるようにするため、段階的に値の異
なる複数のハレーション輝度値を格納するためのメモリ
をさらに有することが望ましい。また、ビデオスコープ
の種類を検出するスコープ種類検出手段をさらに有する
ことが望ましく、ハレーション輝度値設定手段は、ビデ
オスコープの種類に従ってハレーション輝度値を設定す
る。
【００１３】本発明の他の局面における電子内視鏡装置
では、ハレーション基準割合の値及びハレーション輝度
値がオペレータによって同時設定可能である。すなわ
ち、電子内視鏡装置は、被写体像の明るさに関するヒス
トグラムデータを得るため、撮像素子から読み出される
画像信号に基づいて所定のヒストグラム処理を施すヒス
トグラム処理手段と、ヒストグラムデータに基づいて、
全画素数に対するハレーション発生の閾値となるハレー
ション輝度値以上の輝度値を有する高輝度画素の数の割
合を示すハレーション割合を算出するハレーション割合
算出手段と、被写体像の明るさの基準を示すハレーショ
ン基準割合とハレーション割合との比較に基づいて、被
写体像の明るさが前記被写体像の明るさの基準を保持す
るように、被写体を照明する光の光量を所定期間毎に調
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7
整する光量調整手段と、オペレータの入力操作に従い、
参照値としてのハレーション基準割合およびハレーショ
ン輝度値とを同時設定する参照値設定手段とを備える。
【００１４】オペレータがハレーション基準割合の値お
よびハレーション輝度値を段階的に同時設定変更できる
ようにするため、段階的に値の異なる複数のハレーショ
ン輝度値および各ハレーション輝度値に対応して定めら
れる複数のハレーション基準割合の値を格納するための
メモリをさらに有することが望ましい。ハレーション輝
度値およびハレーション基準割合の値は、オペレータに
よって同時選択される。また、ビデオスコープの種類を
検出するスコープ種類検出手段をさらに有することが望
ましく、参照値設定手段は、ビデオスコープの種類に従
ってハレーション基準割合およびハレーション輝度値を
同時設定する。
【００１５】本発明の内視鏡用自動調光装置は、被写体
を照明する光の光量を調整する内視鏡用自動調光装置で
あって、被写体像の明るさに関するヒストグラムデータ
を得るため、被写体像に応じた画像信号に基づいて所定
のヒストグラム処理を施すヒストグラム処理手段と、ヒ
ストグラムデータに基づいて、全画素数に対するハレー
ション発生の閾値となるハレーション輝度値以上の輝度
値を有する高輝度画素の数の割合を示すハレーション割
合を算出するハレーション割合算出手段と、被写体像の
明るさの基準を示すハレーション基準割合とハレーショ
ン割合との比較に基づいて、被写体像の明るさが被写体
像の明るさの基準を保持するように、被写体を照明する
光の光量を所定期間毎に調整する光量調整手段と、オペ
レータの入力操作に従い、参照値としてのハレーション
基準割合の値を設定する参照値設定手段とを備えたこと
を特徴とする。
【００１６】本発明の内視鏡用自動調光装置は、被写体
を照明する光の光量を調整する内視鏡用自動調光装置で
あって、被写体像の明るさに関するヒストグラムデータ
を得るため、撮像素子から読み出される画像信号に基づ
いて所定のヒストグラム処理を施すヒストグラム処理手
段と、ヒストグラムデータに基づいて、全画素数に対す
るハレーション発生の閾値となるハレーション輝度値以
上の輝度値を有する高輝度画素の数の割合を示すハレー
ション割合を算出するハレーション割合算出手段と、被
写体像の明るさの基準を示すハレーション基準割合とハ
レーション割合との比較に基づいて、被写体像の明るさ
が被写体像の明るさの基準を保持するように、被写体を
照明する光の光量を所定期間毎に調整する光量調整手段
と、オペレータの入力操作に従い、ハレーション輝度値
を設定するハレーション輝度値設定手段とを備えたこと
を特徴とする。
【００１７】本発明の内視鏡用自動調光装置は、被写体
を照明する光の光量を調整する内視鏡用自動調光装置で
あって、被写体像の明るさに関するヒストグラムデータ
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を得るため、撮像素子から読み出される画像信号に基づ
いて所定のヒストグラム処理を施すヒストグラム処理手
段と、ヒストグラムデータに基づいて、全画素数に対す
るハレーション発生の閾値となるハレーション輝度値以
上の輝度値を有する高輝度画素の数の割合を示すハレー
ション割合を算出するハレーション割合算出手段と、被
写体像の明るさの基準を示すハレーション基準割合とハ
レーション割合との比較に基づいて、被写体像の明るさ
が被写体像の明るさの基準を保持するように、被写体を
照明する光の光量を所定期間毎に調整する光量調整手段
と、オペレータの入力操作に従い、参照値としてのハレ
ーション基準割合およびハレーション輝度値とを同時設
定する参照値設定手段とを備えたことを特徴とする。
【００１８】
【発明の実施の形態】以下では、図面を参照して本発明
の実施形態である電子内視鏡装置について説明する。
【００１９】図１は、本実施形態である電子内視鏡装置
のブロック図である。電子内視鏡装置は、胃など体内の
器官に対して検査、手術などを行うための装置であり、
検査等が開始されると、ビデオスコープが観察部位の撮
影のため体内へ挿入される。
【００２０】電子内視鏡装置では、撮像素子としてＣＣ
Ｄ５４を有するビデオスコープ５０と、ビデオスコープ
５０から送られてくる画像信号を処理するプロセッサ１
０とが備えられ、被写体像を表示するモニタ３２がプロ
セッサ１０に接続される。ビデオスコープ５０はプロセ
ッサ１０に着脱自在に接続されており、また、プロセッ
サ１０にはキーボード３４’が接続される。
【００２１】光源ランプ１２から放射された光は、集光
レンズ（図示せず）を介してビデオスコープ５０内に設
けられた光ファイバー束５１の入射端５１Ａに入射す
る。光ファイバー束５１は、ランプ１２から放射される
光を観察部位のあるビデオスコープ５０の先端側へ伝達
する光ファイバーであり、光ファイバー束５１を通った
光は出射端５１Ｂから出射する。これにより、観察部位
Ｓに光が照射される。
【００２２】観察部位Ｓにおいて反射した光は、対物レ
ンズ（図示せず）を通ってＣＣＤ５４の受光面に到達
し、これにより観察部位Ｓの像がＣＣＤ５４の受光面に
形成される。本実施形態では、カラー撮像方式として単
板同時式が適用されており、ＣＣＤの受光面上にはイエ
ロー（Ｙｅ）、シアン（Ｃｙ）、マゼンタ（Ｍｇ）、グ
リーン（Ｇ）の色要素が市松状に並べられた補色カラー
フィルタ（図示せず）が受光面の各画素に対応するよう
配置されている。そして、ＣＣＤ５４では、補色カラー
フィルタを通る色に応じた被写体像の画像信号が光電変
換により発生し、所定時間間隔ごとに１フレームもしく
は１フィールド分の画像信号が、色差線順次方式に従っ
て順次読み出される。カラーテレビジョン方式としては
例えばＮＴＳＣ方式が適用されており、１／３０（１／
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６０）秒間隔ごとに１フレーム（１フィールド）分の画
像信号が順次読み出され、プロセッサ１０へ送られる。
【００２３】プロセッサ１０の信号処理回路２０には、
ＣＣＤ５４から出力される画像信号のゲインコントロー
ルを行うＣＣＤゲイン制御回路、画像信号読み出しのタ
イミング（ディレイタイム）を調整するタイミング回
路、ホワイトバランス調整のためにＲ，Ｇ，Ｂのゲイン
コントロールを行うＲ、ＧおよびＢゲイン制御回路、ガ
ンマ補正を行うためのガンマ補正回路、輝度信号、色差
信号を生成するためのカラーマトリクス回路などが含ま
れている（いずれも図示せず）。信号処理回路２０に入
力された画像信号に対して様々な処理が各回路において
施され、その結果、映像信号が生成される。生成された
映像信号はＮＴＳＣコンポジット信号、Ｙ／Ｃ分離信号
（Ｓビデオ信号）、ＲＧＢ分離信号などのビデオ信号と
してモニタ３２へ出力され、これにより被写体像がモニ
タ３２に映し出される。
【００２４】ＣＰＵ（Central Processing Unit）２４
はプロセッサ１０全体を制御しており、ＩＣチップで構
成される信号処理回路２０などの各回路に制御信号を出
力するとともに、光量調整を実行するためのプログラム
を格納したＲＯＭ（図示せず）を有する。ビデオスコー
プ５０内にはデータ書き換え可能なＥＥＰＲＯＭ５７が
設けられており、スコープの特性に関するデータがＥＥ
ＰＲＯＭ５７にあらかじめ記憶されている。ビデオスコ
ープ５０がプロセッサ１０に接続されると、ＥＥＰＲＯ
Ｍ５７内に格納されたデータがプロセッサ１０へ送ら
れ、メモリ２６に格納される。
【００２５】プロセッサ１０のフロントパネルには、自
動調光において基準となる参照輝度レベルを設定をする
ためのスイッチなどが含まれる一連のパネルスイッチ３
０が設けられている。アップスイッチ３０Ａは参照輝度
レベルを上げるために操作され、ダウンスイッチ３０Ｂ
は参照輝度レベルを下げるために操作される。キーボー
ド３４において患者情報などの文字情報をモニタ３２に
表示するためキー操作がなされると、キーボード３４の
操作に応じた信号がＣＰＵ２４へ入力され、その信号に
基いてＣＲＴＣ（ＣＲＴコントローラ）２２へ制御信号
が送られる。そして、キー操作に応じたキャラクタ信号
がＣＲＴＣ２２から出力され、ビデオ信号にスーパーイ
ンポーズされる。また、ＲＴＣ（Real Time Clock）２
８から日時のデータがＣＰＵ２４によって読み出され、
現在の日時に応じたキャラクタ信号がＣＲＴＣ２２から
出力される。
【００２６】ライトガイド５１の入射端５１Ａと光源ラ
ンプ１２との間には被写体Ｓに照射される光の光量を調
整するための絞り３４が設けられており、絞り制御回路
３２によって開閉量が調整される。信号処理回路２０で
は、送られてくる画像信号に基づいて１フレーム分の輝
度信号が生成され、ヒストグラム回路２３へ送られる。
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ヒストグラム回路２３では、送られてくる輝度信号に基
づいて被写体像の明るさに関するヒストグラムデータが
生成され、ＣＰＵ２４へ出力される。そして、ヒストグ
ラムデータと参照輝度レベルに基づいて制御信号が絞り
制御回路３２へ送られる。これにより、被写体像の明る
さが一定となるように絞り３４が開閉する。
【００２７】図２は、プロセッサ１０内のＣＰＵ２４に
おいて実行されるメインルーチンを示した図である。
【００２８】ステップＳ１０１では、ＣＰＵ２４の初期
設定、変数の初期設定が行われる。ステップＳ１０２で
は、後述するように、パネルスイッチ３０に関する処理
が行われ、所定のスイッチが操作された場合にそのスイ
ッチに対する処理が実行される。ステップＳ１０３で
は、キーボード３４に関する処理が行われ、所定のキー
が操作された場合、そのキー操作に対する処理が実行さ
れる。
【００２９】ステップＳ１０４ではクロック処理が行わ
れ、ＲＴＣ２８から日時、時刻に応じたデータが読み出
され、モニタ３２に日時、時刻が表示される。ステップ
Ｓ１０５では、後述するように、ビデオスコープ５０に
関する処理が施される。そして、ステップＳ１０６で
は、その他の処理が施される。プロセッサ１０の主電源
がＯＦＦになるまで、ステップＳ１０２～Ｓ１０６が繰
り返し実行される。
【００３０】図３は、図２のＳ１０２におけるパネルス
イッチ処理のサブルーチンを示した図である。また、図
４には、各参照輝度レベルに対応するハレーション輝度
値およびハレーション基準割合の値を載せた表が示さ
れ、図５には、ヒストグラムが示されている。
【００３１】ステップＳ２０１では、一連のパネルスイ
ッチ３０のうちいずれかのスイッチがオペレータによっ
て操作されたか否かが判断される。いずれのスイッチも
操作されていないと判断されると、このままサブルーチ
ンは終了する。一方、いずれかのスイッチがオペレータ
によって操作されたと判断された場合、ステップＳ２０
２へ進む。ステップＳ２０２では、参照輝度レベルｖｂ
を上げるためのアップスイッチ３０Ａがオペレータによ
って操作されたか否かが判断される。
【００３２】ステップＳ２０２において、アップスイッ
チ３０Ａがオペレータによって操作されたと判断された
場合、ステップＳ２０３へ進む。ステップＳ２０３で
は、明るさの参照輝度レベルを表す変数ｖｂが最大レベ
ルに設定されているか否かが判断される。本実施形態で
は、光量調整時における参照輝度レベルが９段階（－
４、－３、－２、－１、０、＋１、＋２、＋３、＋４）
で設定可能であり、参照輝度レベルｖｂが最大（＝＋
４）に設定されているか否かが判断される。参照輝度レ
ベルｖｂが最大レベルに設定されていると判断された場
合、参照輝度レベルｖｂをこれ以上に上げることができ
ないため、レベル設定せずにこのサブルーチンは終了す
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る。一方、参照輝度レベルｖｂは最大レベルに設定され
ていないと判断された場合、ステップＳ２０４へ進む。
【００３３】ステップＳ２０４では、参照輝度レベルｖ
ｂが１段階上げられる。そして、図４の表Ｔ１に基づ
き、１段階上がった参照輝度レベルｖｂに応じたハレー
ション輝度値を表す変数ｖｒｇ、ハレーション基準割合
を表す変数ｖｒｐの値が設定される。本実施形態では、
被写体像を構成する各画素の輝度の値は、０～２５５の
範囲のいずれかの値に定められる。そして、ハレーショ
ン輝度値ｖｒｇは、ハレーションが発生するとみなされ
る閾値としての輝度値であり、ここでは２００～２３０
の範囲のいずれかの値に定められる（図５参照）。ま
た、ハレーション基準割合ｖｒｐは、被写体像の明るさ
の基準に基づく、被写体像を構成する全画素に対するハ
レーション輝度値ｖｒｇ以上の輝度を有する画素の基準
割合を表す。各参照輝度レベルｖｂに対するハレーショ
ン輝度値ｖｒｇ、ハレーション基準割合ｖｒｐの値はメ
モリ２６に格納されている。ステップＳ２０４が実行さ
れると、このサブルーチンは終了する。
【００３４】一方、ステップＳ２０２において、アップ
スイッチ３０Ａがオペレータによって操作されていない
と判断された場合、ステップＳ２０５へ進む。ステップ
Ｓ２０５では、参照輝度レベルｖｂを下げるためのダウ
ンスイッチ３０Ｂがオペレータによって操作されたか否
かが判断される。ダウンスイッチ３０Ｂが操作されてい
ないと判断された場合、ステップＳ２０８へ進み、その
他のスイッチの操作に対する処理が施され、このサブル
ーチンは終了する。一方、ステップＳ２０５においてダ
ウンスイッチ３０Ｂが操作されたと判断された場合、ス
テップＳ２０６へ進む。
【００３５】ステップＳ２０６では、明るさの参照輝度
レベルｖｂが最小レベル（＝－４）に設定されているか
否かが判断される。参照輝度レベルｖｂが最小レベルに
設定されていると判断された場合、参照輝度レベルｖｂ
をこれ以上に下げることができないため、レベル設定を
せずにこのサブルーチンは終了する。一方、参照輝度レ
ベルｖｂは最小レベルに設定されていないと判断された
場合、ステップＳ２０７へ進む。
【００３６】ステップＳ２０７では、参照輝度レベルｖ
ｂが１段階下げられ、１段階下がった参照輝度レベルｖ
ｂに応じたハレーション輝度値ｖｒｇ、ハレーション基
準割合ｖｒｐの値が設定される。ステップＳ２０７が実
行されると、このサブルーチンは終了する。
【００３７】図６は、図２に示したステップＳ１０５に
おいて実行されるスコープ処理のサブルーチンを示した
図である。
【００３８】ステップＳ３０１では、プロセッサ１０に
ビデオスコープ５０が接続された状態であるか否かが判
断される。ビデオスコープ５０が接続されている状態で
あると判断された場合、ステップＳ３０８へ進み、ビデ
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オスコープ５０が取り外されたか否かが判断される。ビ
デオスコープ５０は取り外されていないと判断される
と、このままサブルーチンは終了する。一方、ステップ
Ｓ３０８においてビデオスコープ５０が取り外されたと
判断された場合、ステップＳ３０９へ進み、モニタ３２
からスコープ名の表示が消去される。ステップＳ３０９
が実行されると、サブルーチンは終了する。
【００３９】一方、ステップＳ３０１において、プロセ
ッサ１０にビデオスコープ５０が接続された状態ではな
いと判断された場合、ステップＳ３０２へ進む。ステッ
プＳ３０２では、ビデオスコープ５０が接続されたか否
かが判断される。ビデオスコープ５０が接続されていな
いと判断された場合、このままサブルーチンは終了す
る。一方、ステップＳ３０２においてビデオスコープ５
０が接続されたと判断された場合、ステップＳ３０３へ
進み、ビデオスコープ５０のＥＥＰＲＯＭ５７からビデ
オスコープ５０に関するデータが読み出される。ステッ
プＳ３０３が実行されると、ステップＳ３０４へ進む。
【００４０】ステップＳ３０４では、読み出されたデー
タに基づいて、接続されたビデオスコープ５０が消化器
用スコープであるか否かが判断される。本実施形態で
は、ビデオスコープ５０は消化器用の機種とそれ以外の
機種の２種類に分類されており、図４に示すように、各
参照輝度レベルｖｂに対するハレーション輝度値ｖｒ
ｇ、ハレーション基準割合ｖｒｐの値が消化器用スコー
プとそれ以外の器官（肺など）用のスコープによって異
なる。ステップＳ３０４において、接続されたビデオス
コープ５０が消化器用スコープであると判断された場
合、ステップＳ３０５へ進み、スコープ接続種類変数ｖ
ｓが０に設定される。接続種類変数ｖｓは接続されてい
るビデオスコープの種類を示す変数であり、消化器用の
ビデオスコープの場合にはスコープ接続種類変数ｖｓは
０に設定され、それ以外のビデオスコープの場合にはス
コープ接続種類変数ｖｓは１に設定される。さらに、ス
テップＳ３０５では、オペレータの設定した参照輝度レ
ベルｖｂに応じ、かつ消化器用のビデオスコープ（ｖｓ
＝０）に対応するハレーション基準割合ｖｒｐ、ハレー
ション輝度値ｖｒｇが表Ｔ１に基づいて設定される。
【００４１】一方、ステップＳ３０４において接続され
たビデオスコープ５０が消化器用ビデオスコープではな
いと判断された場合、ステップＳ３０６へ進み、スコー
プ接続種類変数ｖｓが１に設定される。そして、消化器
用ではないビデオスコープ（ｖｓ＝１）に対応するハレ
ーション基準割合ｖｒｐ、ハレーション輝度値ｖｒｇが
表Ｔ１に基づいて設定される。ステップＳ３０５もしく
はステップＳ３０６が実行されると、ステップＳ３０７
へ進み、モニタ３２にスコープ名が表示される。ステッ
プＳ３０７が実行されると、サブルーチンは終了する。
【００４２】図７は、自動調光処理動作を実行する割り
込みルーチンを示した図である。本実施形態では、１フ
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13
レーム（１／３０秒）ごとにメインルーチンに割り込ん
で調光処理が実行される。
【００４３】ステップＳ４０１では、ヒストグラム回路
２３において１画面分の被写体像の明るさに関するヒス
トグラム（図５参照）のデータが生成され、ＣＰＵ２４
によって読み出される。このヒストグラムは、モニタ３
２に表示される被写体像を構成する各画素の輝度値とし
てとりうる値（０～２５５）を横軸とし、信号処理回路
２０（図１）からヒストグラム回路２３（図１）に送ら
れてきた１フレーム分の輝度信号に基づいてその横軸の
各輝度値に応じた画素の個数（度数）を縦軸にとったグ
ラフであり、被写体像の輝度分布が示される。ステップ
Ｓ４０１が実行されると、ステップＳ４０２へ進む。
【００４４】ステップＳ４０２では、生成されたヒスト
グラムデータに基づいてハレーション割合を表す変数ｖ
ｐの値が算出される。ハレーション割合は、被写体像を
構成する全画素の数に対してハレーション輝度値ｖｒｇ
以上の輝度値をもつ画素の数の割合を表しており、オペ
レータによって設定された参照輝度レベルｖｂに対応す
るハレーション輝度値ｖｒｇに基づいて算出される。ス
テップＳ４０２が実行されると、ステップＳ４０３へ進
む。
【００４５】ステップＳ４０３では、ハレーション割合
ｖｐとハレーション基準割合ｖｒｐとが比較され、ハレ
ーション割合ｖｐがハレーション基準割合ｖｒｐより大
きいか否かが判断される。ハレーション基準割合ｖｒｐ
は、被写体像の明るさが適正な範囲とみなすための基準
となるハレーション割合を表しており、オペレータによ
って設定された参照輝度レベルｖｂに従ってあらかじめ
設定されている。ステップＳ４０３においてハレーショ
ン割合ｖｐがハレーション基準割合ｖｒｐより大きいと
判断されると、ステップＳ４０５へ進み、被写体へ照射
される光の光量が減少するように、絞り３４が所定の開
度まで閉じる。ステップＳ４０５が実行されると、この
割り込みルーチンは終了する。
【００４６】一方、ステップＳ４０３において、ハレー
ション割合ｖｐがハレーション基準割合ｖｒｐより大き
くないと判断された場合、ステップＳ４０４へ進む。ス
テップＳ４０４では、ハレーション割合ｖｐが、ハレー
ション基準割合ｖｒｐと許容範囲変数ｖａとの差より小
さいか否かが判断される。許容範囲変数ｖａは、ハレー
ション発生を起こさないように光量増加を実行するた
め、被写体の明るさの許容範囲を示す変数である。本実
施形態では、許容範囲変数ｖａの値は、ｖｒｇ×２／３
に設定されている。ステップＳ４０４において、ハレー
ション割合ｖｐがハレーション基準割合ｖｒｐと許容範
囲変数ｖａとの差より小さくないと判断された場合、光
量は適切であると判断され、絞り３４を駆動させること
なくこのまま割り込みルーチンは終了する。一方、ステ
ップＳ４０４において、ハレーション割合ｖｐがハレー
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ション基準割合ｖｒｐと許容範囲変数ｖａとの差より小
さいと判断された場合、ステップＳ４０６へ進み、被写
体へ照射される光の光量が増加するように絞り３４が所
定の開度まで開く。ステップＳ４０６が実行されると、
この割り込みルーチンは終了する。
【００４７】このように本実施形態によれば、ビデオス
コープ５０がプロセッサ１０に接続されると、ビデオス
コープ５０の種類に応じてハレーション輝度値ｖｒｇ、
ハレーション基準割合ｖｒｐが設定される（ステップＳ
３０５、Ｓ３０６）。ハレーション輝度値ｖｒｇ、ハレ
ーション基準割合ｖｒｐの値は、オペレータにより参照
輝度レベルｖｂとして設定変更可能であり、オペレータ
のアップスイッチ３０Ａ、ダウンスイッチ３０Ｂに対す
る操作に従ってハレーション輝度値ｖｒｇ、ハレーショ
ン基準割合ｖｒｐが設定される（ステップＳ２０４、Ｓ
２０７）。そして、光量調整処理では、ヒストグラム回
路２３においてヒストグラムデータが生成され（ステッ
プＳ４０１）、設定されたハレーション輝度値ｖｒｇに
基づいてハレーション割合ｖｐが算出される（Ｓ４０
２）。ハレーション割合ｖｐと設定されたハレーション
基準割合ｖｒｐとが比較され、光量が適正となるように
絞り３４が開閉する（ステップＳ４０５、Ｓ４０６）。
【００４８】本実施形態では、参照輝度レベルｖｂを設
定変更することによって、ハレーション輝度値ｖｒｇ、
ハレーション基準割合ｖｒｐがその都度変更されるよう
に構成されているが、参照輝度レベルｖｂの設定変更に
従ってハレーション輝度値ｖｒｇあるいはハレーション
基準割合ｖｒｐのみ変更されるように構成してもよい。
このとき、接続されるビデオスコープのタイプに関係な
く設定する構成にしてもよい。
【００４９】図８は、参照輝度レベルｖｂとハレーショ
ン基準割合ｖｒｐとの対応関係の表Ｔ２を示した図であ
る。ここでは、ハレーション輝度値ｖｒｇの値は、一定
の値（＝２００）に設定されている。参照輝度レベルｖ
ｂが高くなるほどハレーション基準割合ｖｒｐも高い値
となっており、オペレータは好みの参照輝度レベルｖｂ
を設定することができる。この場合、ステップＳ２０
４、Ｓ２０７およびステップＳ３０５（Ｓ３０６）で
は、ハレーション基準割合ｖｒｐのみ設定される。
【００５０】図９は、参照輝度レベルｖｂとハレーショ
ン輝度値ｖｒｇとの対応関係の表Ｔ３を示した図であ
る。ここでは、ハレーション基準割合ｖｒｐの値は、一
定の値（＝１０％）に設定される。参照輝度レベルｖｂ
が高くなるほどハレーション輝度値ｖｒｇも高い値とな
る。この場合、ステップＳ２０４、Ｓ２０７およびステ
ップＳ３０５（Ｓ３０６）では、ハレーション輝度値ｖ
ｒｇのみ設定される。
【００５１】なお、光量調整を行うための構成に関して
は、光ファイバー束に入射する光の光量を絞りの開閉に
よって調整する代わりに、発光ダイオードをビデオスコ
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ープ先端に設け、発光ダイオードへ供給する電流を制御
することによって被写体へ照射される光の光量を調整し
てもよい。また、電子内視鏡装置の代わりに、内視鏡用
光源装置に対して上述した光量調整を行う構成を適用さ
せてもよい。
【００５２】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、ハレーシ
ョンを抑制しながら被写体像を適切な明るさに維持する
光量調整を行うことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態である電子内視鏡装置のブロック図
である。
【図２】プロセッサ内のＣＰＵにおいて実行されるメイ
ンルーチンを示した図である。
【図３】図２のＳ１０２におけるパネルスイッチ処理の
サブルーチンを示した図である。
【図４】各参照輝度レベルに対応するハレーション輝度
値およびハレーション基準割合の値の表を示した図であ
る。
【図５】ヒストグラムを示した図である。
【図６】図２に示したステップＳ１０５において実行さ*
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*れるスコープ処理のサブルーチンを示した図である。
【図７】自動調光処理動作を実行する割り込みルーチン
を示した図である。
【図８】参照輝度レベルとハレーション基準割合との対
応関係の表を示した図である。
【図９】参照輝度レベルとハレーション輝度値との対応
関係の表を示した図である。
【符号の説明】
１０  プロセッサ
１２  光源ランプ
２３  ヒストグラム回路
２４  ＣＰＵ
２６  メモリ
３４  絞り
５０  ビデオスコープ
５１  光ファイバー束
５４  ＣＣＤ（撮像素子）
ｖｒｇ  ハレーション輝度値
ｖｒｐ  ハレーション基準割合
ｖｐ  ハレーション割合

【図１】 【図８】

【図９】
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【図５】
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─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成１５年１月２１日（２００３．１．２
１）
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正内容】
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明の電子内視鏡装置
は、撮像素子を有するビデオスコープとビデオスコープ
が接続されるプロセッサとを備えた電子内視鏡装置であ
って、プロセッサでは撮像素子から読み出される画像信
号が処理されて、モニタなどへビデオ信号が出力され
る。本発明の電子内視鏡装置は、被写体像の明るさに関
するヒストグラムデータを得るため、撮像素子から読み
出される画像信号に基づいて所定のヒストグラム処理を
施すヒストグラム処理手段と、ヒストグラムデータに基
づいて、被写体像を構成する全画素の数に対する高輝度
画素の数の割合を示すハレーション割合を算出するハレ
ーション割合算出手段を備える。例えば、被写体像の明

るさを示す輝度値は、輝度レベルとして０～２５５の範
囲のいずれかの値に定められる。高輝度画素はハレーシ
ョン輝度値以上の輝度値を有する画素であり、ハレーシ
ョン割合は被写体像全体に対してハレーションが発生し
ている割合を表す。ハレーション輝度値は、ハレーショ
ンが発生するとみなす想定上の閾値であり、実際にハレ
ーションが発生する境界値より低いレベルに定められ
る。例えば、輝度値が０～２５５の範囲である場合、お
よそ２００～２３０のいずれかの値に定められる。従っ
て、後述の記述において、「ハレーション割合」とい場
合、これは、実際にハレーションが発生している割合で
はなく、飽く迄もこのハレーション輝度値以上の輝度値
である画素の割合を表している。電子内視鏡装置は、モ
ニタなどに映し出される被写体像が定められた輝度レベ
ルに対応した被写体像の明るさ基準を保持するように、
被写体を照明する光の光量を所定期間毎に調整する光量
調整手段を備えており、光量調整手段は、被写体像の明
るさ基準を示すハレーション基準割合とハレーション割
合との比較に基づいて、被写体を照明する光の光量を所
定期間毎に調整する。ハレーション基準割合の値は光量
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調整を行う際の参照値として機能し、算出されるハレー
ション割合が、設定されたハレーション基準割合以上か
否かによって後述の光量調整を行う。光量調整に関して
は、例えば、１フレーム分の画像信号の読み出し期間毎
に行えばよい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正内容】
【０００９】オペレータがハレーション基準割合の値を
段階的に設定変更できるようにするため、段階的に値の
異なる複数のハレーション基準割合の値を格納するため
のメモリをさらに有することが望ましい。例えば、フロ
ントパネルにハレーション基準割合に対応させた段階的
に明るさレベルを設定できるスイッチを設ければよい。
明るさレベルの段階に応じて複数のハレーション輝度割
合の値が定められる。光量調整時において参照されるハ
レーション基準割合の値は、複数の値の中からオペレー
タによって選択される。オペレータは、従来の平均値あ
るいはピーク値設定と同様の操作によって、被写体像を
好みの明るさに設定することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正内容】
【００２０】電子内視鏡装置では、撮像素子としてＣＣ
Ｄ５４を有するビデオスコープ５０と、ビデオスコープ
５０から送られてくる画像信号を処理するプロセッサ１
０とが備えられ、被写体像を表示するモニタ３２’がプ
ロセッサ１０に接続される。ビデオスコープ５０はプロ
セッサ１０に着脱自在に接続されており、また、プロセ
ッサ１０にはキーボード３４’が接続される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正内容】
【００２３】プロセッサ１０の信号処理回路２０には、
ＣＣＤ５４から出力される画像信号のゲインコントロー
ルを行うＣＣＤゲイン制御回路、画像信号読み出しのタ
イミング（ディレイタイム）を調整するタイミング回
路、ホワイトバランス調整のためにＲ，Ｇ，Ｂのゲイン
コントロールを行うＲ、ＧおよびＢゲイン制御回路、ガ
ンマ補正を行うためのガンマ補正回路、輝度信号、色差
信号を生成するためのカラーマトリクス回路などが含ま
れている（いずれも図示せず）。信号処理回路２０に入
力された画像信号に対して様々な処理が各回路において
施され、その結果、映像信号が生成される。生成された

映像信号はＮＴＳＣコンポジット信号、Ｙ／Ｃ分離信号
（Ｓビデオ信号）、ＲＧＢ分離信号などのビデオ信号と
してモニタ３２’へ出力され、これにより被写体像がモ
ニタ３２’に映し出される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正内容】
【００２５】プロセッサ１０のフロントパネルには、自
動調光において基準となる参照輝度レベルを設定をする
ためのスイッチなどが含まれる一連のパネルスイッチ３
０が設けられている。アップスイッチ３０Ａは参照輝度
レベルを上げるために操作され、ダウンスイッチ３０Ｂ
は参照輝度レベルを下げるために操作される。キーボー
ド３４’において患者情報などの文字情報をモニタ３
２’に表示するためキー操作がなされると、キーボード
３４’の操作に応じた信号がＣＰＵ２４へ入力され、そ
の信号に基いてＣＲＴＣ（ＣＲＴコントローラ）２２へ
制御信号が送られる。そして、キー操作に応じたキャラ
クタ信号がＣＲＴＣ２２から出力され、ビデオ信号にス
ーパーインポーズされる。また、ＲＴＣ（Real  Time  
Clock）２８から日時のデータがＣＰＵ２４によって読
み出され、現在の日時に応じたキャラクタ信号がＣＲＴ
Ｃ２２から出力される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正内容】
【００２８】ステップＳ１０１では、ＣＰＵ２４の初期
設定、変数の初期設定が行われる。ステップＳ１０２で
は、後述するように、パネルスイッチ３０に関する処理
が行われ、所定のスイッチが操作された場合にそのスイ
ッチに対する処理が実行される。ステップＳ１０３で
は、キーボード３４’に関する処理が行われ、所定のキ
ーが操作された場合、そのキー操作に対する処理が実行
される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正内容】
【００２９】ステップＳ１０４ではクロック処理が行わ
れ、ＲＴＣ２８から日時、時刻に応じたデータが読み出
され、モニタ３２’に日時、時刻が表示される。ステッ
プＳ１０５では、後述するように、ビデオスコープ５０
に関する処理が施される。そして、ステップＳ１０６で
は、その他の処理が施される。プロセッサ１０の主電源
がＯＦＦになるまで、ステップＳ１０２～Ｓ１０６が繰
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り返し実行される。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正内容】
【００３８】ステップＳ３０１では、プロセッサ１０に
ビデオスコープ５０が接続された状態であるか否かが判
断される。ビデオスコープ５０が接続されている状態で
あると判断された場合、ステップＳ３０８へ進み、ビデ
オスコープ５０が取り外されたか否かが判断される。ビ
デオスコープ５０は取り外されていないと判断される
と、このままサブルーチンは終了する。一方、ステップ
Ｓ３０８においてビデオスコープ５０が取り外されたと
判断された場合、ステップＳ３０９へ進み、モニタ３
２’からスコープ名の表示が消去される。ステップＳ３
０９が実行されると、サブルーチンは終了する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正内容】
【００４１】一方、ステップＳ３０４において接続され
たビデオスコープ５０が消化器用ビデオスコープではな
いと判断された場合、ステップＳ３０６へ進み、スコー
プ接続種類変数ｖｓが１に設定される。そして、消化器
用ではないビデオスコープ（ｖｓ＝１）に対応するハレ
ーション基準割合ｖｒｐ、ハレーション輝度値ｖｒｇが
表Ｔ１に基づいて設定される。ステップＳ３０５もしく
はステップＳ３０６が実行されると、ステップＳ３０７
へ進み、モニタ３２’にスコープ名が表示される。ステ
ップＳ３０７が実行されると、サブルーチンは終了す
る。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正内容】
【００４３】ステップＳ４０１では、ヒストグラム回路
２３において１画面分の被写体像の明るさに関するヒス

トグラム（図５参照）のデータが生成され、ＣＰＵ２４
によって読み出される。このヒストグラムは、モニタ３
２’に表示される被写体像を構成する各画素の輝度値と
してとりうる値（０～２５５）を横軸とし、信号処理回
路２０（図１）からヒストグラム回路２３（図１）に送
られてきた１フレーム分の輝度信号に基づいてその横軸
の各輝度値に応じた画素の個数（度数）を縦軸にとった
グラフであり、被写体像の輝度分布が示される。ステッ
プＳ４０１が実行されると、ステップＳ４０２へ進む。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正内容】
【００４６】一方、ステップＳ４０３において、ハレー
ション割合ｖｐがハレーション基準割合ｖｒｐより大き
くないと判断された場合、ステップＳ４０４へ進む。ス
テップＳ４０４では、ハレーション割合ｖｐが、ハレー
ション基準割合ｖｒｐと許容範囲変数ｖａとの差より小
さいか否かが判断される。許容範囲変数ｖａは、ハレー
ション発生を起こさないように光量増加を実行するた
め、被写体の明るさの許容範囲を示す変数である。本実
施形態では、許容範囲変数ｖａの値は、ｖｒｐ×２／３
に設定されている。ステップＳ４０４において、ハレー
ション割合ｖｐがハレーション基準割合ｖｒｐと許容範
囲変数ｖａとの差より小さくないと判断された場合、光
量は適切であると判断され、絞り３４を駆動させること
なくこのまま割り込みルーチンは終了する。一方、ステ
ップＳ４０４において、ハレーション割合ｖｐがハレー
ション基準割合ｖｒｐと許容範囲変数ｖａとの差より小
さいと判断された場合、ステップＳ４０６へ進み、被写
体へ照射される光の光量が増加するように絞り３４が所
定の開度まで開く。ステップＳ４０６が実行されると、
この割り込みルーチンは終了する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正内容】
【図１】
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【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６ *

*【補正方法】変更
【補正内容】
【図６】

【手続補正１４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更

【補正内容】
【図８】
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